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新型コロナウイルス感染症対策 

１１月２０日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第５３回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



 
 

１１月２０日開催津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第５３回） 

開催結果 

１ 決定事項  

（１）１２月１日以降の市主催イベントの開催判断の考え方について（危機管理

部） 

   １１月１２日、国の新型コロナウイルス感染症対策分科会において示され

た今後のイベント開催制限のあり方及び同月１９日、三重県が示した「三重

県指針ｖｅｒ．７」のイベントにおける感染防止対策を踏まえ、９月１８日

付けで各部局に対して通知した「９月１９日以降の津市主催イベント開催の

判断について」の人数上限及び収容率の要件等を基本とし、１２月１日以降

の市主催イベントの開催判断の考え方を令和３年２月末日までの期間につい

て、次のとおりとすることとします。 

   なお、３月１日以降の取り扱いについては、今後の国等の方針に基づき検

討することとします。 

  ア 主な変更点 

   ・ 飲食を伴うイベントについては、「大声での歓声・声援等が想定され

るイベント」と同様の取扱いとするが、イベント中の発声がないもの

で、次の感染防止対策（追加的な感染防止策）の条件が担保される場合

は大声等がないものとみなします。 

  【追加的な感染防止策】 

    飲食を伴うイベントについて、開催する場合の感染防止対策に加え、以

下の条件がすべて担保されている場合には、イベント中の発声がないこと

を前提に収容率の上限を１００％とします。 

    ・ 飲食時以外のマスク着用徹底のアナウンスと着用厳守。 

    ・ イベント前後、休憩時など会話が想定される場面での飲食禁止。 

    ・ 十分な換気（二酸化炭素濃度 1,000ppm 以下、かつ、二酸化炭素濃

度測定機器等で当該基準を遵守していることが確認できること、また

は、機械換気設備による換気量が 30 ㎥／時／人以上に設定されてお

り、かつ、当該換気量が実際に確保されていること）。 

    ・ 飲食時間の短縮（長時間の飲食が想定されうる場合は、飲食時短縮

のための措置を講ずるよう努める）。 

イ 各部局への通知 

１１月末日までに、当該変更点及び追加事項等を詳細に記載し「１２月 

１日以降の津市主催イベント開催の判断について」を各部局に通知します。 

 

２ 報告事項 

（１）津市国体・障害者スポーツ大会推進局に勤務する職員の新型コロナウイル

ス感染について報告（国体・障害者スポーツ大会推進局） 

 



 
 

ア 概要 

   津市国体・障害者スポーツ大会推進局（津市北河路町１９番地１ メッセ

ウイング・みえ ２階）に勤務する職員（県発表 県内延べ６６４例目）の

別居親族（県発表 県内延べ６３７例目）が令和２年１１月１７日（火）に

新型コロナウイルスに感染したことが判明し、当該職員が三重県津保健所か

ら濃厚接触者に指定され、同月１８日（水）にＰＣＲ検査を受けたところ、

同日に陽性が判明しました。 

イ 新型コロナウイルスに感染した職員 

津市国体・障害者スポーツ大会推進局職員（５０代男性） 

ウ 経緯 

   当該職員は、別居親族と令和２年１１月１５日（日）に接触があり、同月

１６日（月）は終日出勤し、同月１７日（火）は出勤しましたが、同日に当

該別居親族がＰＣＲ検査を受けた結果、陽性判定を受けたという知らせによ

り、すぐに自宅待機の措置を取りました。三重県津保健所からは、同日に当

該職員が当該別居親族の濃厚接触者の指定を受けました。 

   当該職員は、同月１６日（月）及び同月１７日（火）のいずれも職場内で

執務していましたが、市民や業者と接する業務は行っておらず、また、事務

所では窓や扉の開放による換気や当該職員も含め職員は食事以外の執務中は

常時マスクを着用し、手洗い、消毒等の励行による感染防止対策を行ってい

ました。同日１８日（水）夕刻に、当該職員の陽性が判明したことから、直

ちに事務所を閉鎖し、管理職の一部を除く全職員を自宅待機措置とするとと

もに、三重県津保健所と協議を行い、事務所、トイレ、給湯室及び廊下の共

用部分の業者による消毒清掃を行いましたので、国体・障害者スポーツ大会

推進局は、同月１９日（木）から通常業務を開始しています。 

   なお、１６日（月）及び１７日（火）において当該職員と同一職場で勤務

した８名の職員が、１８日（水）に三重県津保健所から「接触者」と指定さ

れました。当該職員においては、１９日（木）は自宅待機の措置を取り、同

日ＰＣＲ検査を受けたところ、８名全員が陰性の結果となったため、本日２

０日（金）から通常勤務に復帰しています。 

エ 今後の対応 

    本市では、これまでも施設及び職員の感染防止対策並びに職員の健康観 

察の実施を徹底していましたが、引き続き、感染防止対策の徹底に努めま 

す。 

（２）津市立榊原小学校の新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査結果につ

いて報告（教育委員会） 

新型コロナウイルス感染症患者（県発表：県内述べ６４４例目）との濃厚 

接触者としてＰＣＲ検査を受けていた調理員の検査結果は、陰性であること 

が判明しました。当該調理員は、三重県津保健所の指導により１１月３０日 

（月）まで在宅勤務とします。 



 
以下会議資料 

  津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第５３回） 

                     令和２年１１月２０日（金） 

午後１時～     

津リージョンプラザ３F 

リハーサル室 

１ 国・県の動き 

（１）三重県津保健所管内における感染症患者について報告（健康医療担当） 

（２）三重県の状況について報告（健康医療担当） 

 

 

 

２ 協議事項 

（１）１２月１日以降の市主催イベントの開催判断の考え方について協議（危

機管理部） 

 

 

 

３ 報告事項 

（１）津市国体・障害者スポーツ大会推進局に勤務する職員の新型コロ   

ナウイルス感染について報告（国体・障害者スポーツ大会推進局） 

（２）津市立榊原小学校の新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査結果に

ついて報告（教育委員会） 

 

 

 

４ その他 
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